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国保コーナー

　取引又は証明に使用される計量器は、２年に１回定期検査を受ける必要があります。今年度、下記の
とおり検査が実施されますので、該当の計量器をお持ちの方は、最寄りの会場まで持ち出して受検して
ください。

　５月２９日（月）　１０：３０～１１：３０　　阿井公民館
　　　　　　　　　１３：００～１４：００　　三沢公民館
　　　　　　　　　１４：３０～１５：３０　　布勢公民館
　５月３０日（火）　１０：３０～１１：３０　　亀嵩公民館
　　　　　　　　　１３：００～１５：３０　　カルチャープラザ仁多
　５月３１日（水）　１１：００～１２：００　　八川公民館
　　　　　　　　　１３：３０～１５：００　　馬木公民館
　６月　１日（木）　１０：００～１１：３０　　鳥上公民館
　　　　　　　　　１３：００～１５：３０　　横田コミュニティセンター

　なお、検査の際には、印鑑と手数料が必要です。

　お問い合わせ先　　奥出雲町役場地域振興課　５４－２５２４

「退職者医療制度」
　会社などを退職し、年金を受給している人とその被扶養者は、老人保健の適用を受けるまでの
間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

＜対象となる人＞
　次のすべてにあてはまる人（退職被保険者本人）と、その扶養家族が対象となります。
　●退職後国保の適用を受ける人
　●老人保健の適用を受けていない人
　● 厚生年金や各種共済年金などの年金を受給している人で、その加入期間が20年以上、もし
　　くは40歳以降10年以上ある人

＜退職被保険者となる日＞
　一般国保加入者の場合、年金の受給権が発生した日が退職被保険者になる日です。受給権が発
生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、年金証書と印鑑、国保の保
険証を持って、14日以内に国保の窓口で届出をして下さい。
　退職後国保の適用を受ける人は、国保加入日が退職被保険者になる日です。届出の際には、年
金証書（加入期間が確認できるもの）と印鑑、および資格喪失証明書（離職日がわかるもの）を
ご持参ください。

＜被扶養者（扶養家族）となる人＞
　退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人
です。
　●退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等内の親族
　●国保の加入者で老人保健の適用を受けていない人
　●年間の収入が130万円（60歳以上または障害者は180万円）未満の人

☆詳しいお問合せは・・・仁多庁舎内健康福祉課国保福祉係（電話54-2781）
　　　　　　　　　　　　横 田 庁 舎 内 町 民 課 （電話52-2674)　にお願いします。

　奥出雲町では新町の一体感を醸成し、地域の情報を町民の皆様により早く、より分かりやすく
お届けするため地域情報化に取り組んでいます。
　平成18年度は有利な補助金、起債等を導入し総事業費約１６億円で、横田地域全域へ光ファイ
バーを各家庭まで引き込む最先端の技術を導入したケーブルテレビ、有線放送電話、高速インタ
ーネット網の構築を図ります。
　また、平成19年度は仁多地域全域において現在のケーブルテレビ網を光ファイバーへ更新し、
更なる機能の拡充とサービスの向上を図ります。

■今後のスケジュール
　Ｈ１８．６月上旬～　　　宅内工事見積り調査開始
　　　　　７月下旬～　　　加入契約取りまとめ
　　　　　　　　　　　　　宅内工事
　　　　１０月上旬～　　　試験放送開始
　　　　　　　　　　　　　各戸への接続

■宅内工事見積調査にご協力下さい
　今年２月の加入申込み取りまとめの際に、宅内工事概算見積りのお申込みを頂いた横田地域の
皆様のご家庭に、町が指定した業者が見積りのための調査にお伺いしますので、皆様のご協力を
お願いします。

ケーブルテレビ
・自主制作番組
・地上デジタル放送(民放･NHK)
・BSデジタル
・CSデジタル
・農業・気象情報　等
・アナログ放送（民放・NHK）平成23年まで

有線放送
・音声告知サービス
有線電話
・町内通話料無料

インターネット
・高速インターネット

奥出雲町ケーブルテレビ事業イメージ図

　このことについて下記内容で島根県土木協会より募集がありましたので、希望される団体がありまし
たら、申し込みいただきますよう、お知らせします。

記
（目的）　道路河川環境美化作業等の幅広い活動を通して、地域の方々の道路河川愛護に対する意識の
　　　　普及向上を図るため。
（事業の内容）１　助成事業実施期間　平成18年4月1日～平成18年12月31日
　　　　　　　２　助　成　額　　　　交付決定を受けた団体に対し、上限5万円
　　　　　　　３　申請締切日　　　　平成18年6月20日
（申請・問い合わせ先）　役場において一括取りまとめの上、島根県土木協会へ申請しますので、ご希
　　　　　　　　　　　望の方は、役場建設課へお問い合わせください。（電話 52－2675）

※詳細な日程並びに指定業者については、後日、自治会長様を通じてお知らせする予定です。


